
令和 4 年 5 月 26 日 

各位 

名古屋商工会議所 

愛知県事業承継・引継ぎ支援センター 

 

犬山市「事業承継専門 個別相談窓口」での支援開始について 

 

今般、名古屋商工会議所が経済産業省中部経済産業局より委託を受けて運営する「愛知県

事業承継・引継ぎ支援センター」は、6 月 23 日より犬山市において開設する「事業承継専

門  個別相談窓口」の相談機関として、経営者や後継者の相談対応を開始します。 

近年、中小企業の経営者の高齢化が急速に進み、後継者不在等の理由により、事業承継の

推進が地域の重要な課題となっていることから、定期的な相談対応を通じ、スムーズな事業

承継をサポートするものです。 

当センターが行政と連携して相談員を派遣するのは、豊橋市、新城市、蒲郡市に次いで 4

例目、尾張地区では初となります。 

 

記 

 

【犬山市】事業承継専門 個別相談窓口 

１．開催日時 令和 4 年 6 月 23 日（木）より毎月第 4 木曜日（事前予約制） 

 ①9 時 30 分～10 時 30 分  ②11時～12 時 

２．開催場所 犬山市役所 ２階 相談室 2 

３．対 象 者 犬山市内の経営者または後継者（親族、従業員、第三者 等） 

４．料   金 無料 

５．添付資料 「事業承継専門 個別相談窓口」チラシ 

以 上 

 

■本件に関するお問合わせ 

 名古屋商工会議所 愛知県事業承継・引継ぎ支援センター 

 TEL（０５２）２２８－７１１７ （真野・安部） 
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事業承継専門の 
個別相談窓口を開設します。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

１．経緯・目的 

中小企業の経営者の平均年齢は年々高齢化しており、後継者不在により廃業とな

るケース等、事業承継問題は深刻化しています。2020 年の休廃業等件数が過去最

多となる約5万件（中小企業庁『中小企業白書』2021年版）となり、その背景として

経営者の高齢化や後継者不足といった要因が確認されています。 

そこで、市内の経営者・後継者（親族、従業員、第三者等）を対象として、事業承

継の個別相談ができる体制を整えます。 

  

２．内容   

 日時 毎月第 4木曜日の①9:30～10:30②11:00～12:00（各１組） 

 場所 犬山市役所 2階 相談室 2 

※愛知県事業承継・引継ぎ支援センターの専門相談員が相談に応じます。 

 

３．申込 

 ６月１日（水）より受付を開始します。 

 相談希望日の 1週間前までに FAX またはメールで申込書を犬山市役所産業課へ。 

（申込書は、犬山市ホームページのほか、市役所３階産業課窓口にも設置します。） 

 

【この件に対するお問い合わせ】 
犬山市役所経済環境部産業課 商工担当 主査補 林 美月 
電話：０５６８－４４－０３４０  ＦＡＸ：０５６８－４４－０３６７ 

 

犬山市では、市内経営者・後継者の、事業承継に関する様々な悩みに対応

するため、６月から毎月第４木曜日に事前予約制の個別相談（無料）窓口を

開設します。 

愛知県事業承継・引継ぎ支援センターと自治体が協力して出張相談窓口を

開設するのは、豊橋市、新城市、蒲郡市に続いて県内 4か所目、尾張地区で

は初となります。 



Copyright © City of Inuyama. All rights reserved.

相談無料 秘密厳守

「事業承継個別相談」は、市内経営者・後継者の皆様の事業承継の様々なお悩みに

対応する無料相談窓口です。

相談機関は、経済産業省から委託を受けた公的機関である、愛知県事業承継・引継

ぎ支援センターから派遣される専門家が対応いたしますので、安心してご相談いただけます。

お気軽にお申込みください。

事業承継を考えているが何から取り組んでよいかわからない...
引継ぎたいが子どもがおらず後継者がいない...
第三者への承継（M&A）を考えているが何をしたらよいかわからない...
廃業か事業承継かで悩んでいる...
後継者を探しているお店があれば引継ぎたい... 等

事業承継 個別相談
早めの準備、計画的な取り組みがスムーズな事業の引継ぎに繋がります！

事前予約制

開催日時 毎月第４木曜日（事前予約制）
①９時３０分から１０時３０分
②１１時００分から１２時００分

開催場所 犬山市役所２階 相談室２

相談機関 愛知県事業承継・引継ぎ支援センター

お申込み 相談希望日の１週間前までに、申込書をＦＡＸまたはメールに
て送付してください。
※申込受付後、担当から確認のお電話をいたします。なお、土日祝日、年
末年始を除く２日以内に連絡がない場合、申込ができていない可能性が

ありますので、下記の問合先までご連絡くださいますようお願いします。

ＦＡＸ 0568-44-0367

メ ー ル 040900@city.inuyama.lg.jp

【お問い合わせ】
犬山市役所３階 経済環境部 産業課 商工担当 TEL：0568-44-0340
申込書は、市ホームページ ページ番号1008793 にも掲載しています。

お気軽にお問い合わせください。

犬山市

市ホームページ


